
個人情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

公共工事及び委託業務においてやりとりされる書類・成果品には，個人情報が含まれているものも多く，

受発注者ともに適切な取扱いが求められています． 

受注者は，受注後の工事・委託情報は情報公開請求の対象であるとともに，自らが「個人情報取扱事業

者」であることを十分に認識しなければなりません．このため，工事・委託で提出する書類・成果品は第三者

の目に触れる可能性があることを踏まえて作成する必要があります． 

しかしながら，受注者若しくは下請負者等の関係者が何らかの理由により個人情報を掲載しておきたいと

いう可能性もあります． 

現在、全ての事業者に個人情報保護法が適用するとされているため，各事業者は，個人情報を取得す

る・利用する・保管する・他人に渡すといった際のルールを決めて適切に取り扱わなければなりません． 

よって，書類・成果品に個人情報が含まれている場合は，法令・仕様に定められている場合を除き，受注

者がその責任において掲載しているものと判断し，発注者としては情報公開請求に応ずる場合や，資料の

処分等において個人情報の存在に一切関知しないものとします． 

 

＜参考＞ 

個人情報の保護に関する法律 

（平成十五年法律第五十七号）施行日： 令和４年４月１日 

（定義） 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、

政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号で

あって、当該特定の個人を識別することができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、・・・特定の利用者若し

くは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 

 

第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、･･･ 

２ この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に

供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等 

四 地方独立行政法人 






